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は じめ に

宮城県沖 を震源 とす る大規模地震は、約 37年周期で発生 してお り、最 も短 い周期では 26年

の間隔で発生 している。前 回の地震は、昭和 53( 1978) 年 6月 12日 であつた ことか ら、

その発生確率は、日増 しに高 ま っている。ちなみに、今後 20年 間での発生確率は 80%以 上で

あ り、 30年 間での発生確率 は 99%で あると言われている。

また、本校 は、太平洋に面 した石巻市にあ り、生徒の通学範囲 も沿岸部 を含んでいることか ら、

地震のみ な らず津波や台風 な どの 自然災害の影響 を受けやす いと考 えている。

一方、平成 21年 度に「旧学校保健法」が「学校保健安全法J と 改正 され 、新たに第 26条「
学

校安全に関す る設置者の責務」、第 27条 「
学校安全計画の策定等」、第 28条 「学校環境の安全

確保」、第 29条 「危険等発生時対処要領の作成 J 、 第 30条 「地域の関係機関等 との連携」が新

設 された。

これ らを受け、近い将来発生するであろう宮城県沖地震をは じめとする大規模地震を想定 し、

学校 としての対策を講ずるとともに、津波や台風などの自然災害にも対処できる要領を作成する

ことしたものである。

最後に、本書は毎年見直 しが行われ、年を経るごとによりよいものとなつていくことを願 うの

である。

平成 22年 9月

石巻高等学校防災対策委員会
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組  織 構成員 業務内容 備  考

本部
* 校長

教頭

事務室長

総務部長

総務部防災担 当者

・
各種災害 を判断 し、学校災害上必要 な指

揮命令 を発す る。

・
避難開始時期の決定及び避難状況 を把握

す る。

・
消防隊等

へ
情報 を提供す るな ど関係機関

と緊密に連携す る。

通報連絡班
* 事務部

図書情報部

( 放 送委員 )

火災 を通報 し、避難 を命令す る。

消防機関、警察
へ

連絡す る。

本部 と連絡
・

通報
・

伝達 を行 う。

公設消防隊 を誘導す る。

消 火班
* 生徒指導部

( 生 徒会役員 )

口
消火栓、消火器 、バケツ等による消火作

業 を行 う。

・
消防車到着後は非常持出物 を搬出を補助

す る。

避難誘導班
* 授業担 当者

担任

生徒を避難誘導する。

避難所を指示 し、案内する。

校舎内の人命を検索 し、救助する。

人員を整理する。

搬出班
* 教務部

進路指導部

搬出物の集積場所 を決定 し、指示す る。

非常持出物 を搬出す る。

重要物品を搬出す る。

警戒警備班
* 図書情報部

( 図 書委員 )

搬出物品等の警備 をす る。

非常線 を設置す る。

飛び火 を警戒す る。

安全 点検
・応急復

l 日 到圧*

事務部 消火栓 を指示す る。

防火シャッター を開鎖す る。

消火作業 を容易にす る各種工作 をす る。

電気、ガス等による危険 を防止す る。

救護班
* 保健部

生徒指導部

( 保 健委員 )

救護所 を臨時に設置す る。

負傷者、被救助者 に応急措置 を施す。

保護者連絡班
・

学年主任

・
担任

・
保護者に連絡 を取 り、生徒の安全 な帰宅

手段 を確認す る。

・
待機生徒 を指導す る。

・
保護者が迎 えに来た場合、身元 を確認 し、

引き渡す。

1 学校災害対策本部について

*: 自
衛消防隊

※  避難所
へ

の支援 については、今後 、県教育委員会及び石巻市等の計画 を踏 まえなが ら検討する。
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2 地震
への対策

( 1) 在 校 中の対応

地震発生

こ

安 全

( 地 震の終息 )

避難誘導

第一次避難

【第一グラウンド】

安 全

第
二次避難

の準備

対 策 設 置

被害状況把握

生徒帰宅

齢

阜

「頭部 を保護 、机の下
へ

も
:

・
教職 員の指示 に従 い、身

体の保護ぐり机の脚を持つ。」

確 認

椰

こ

校長 : 避 難指示

・
校 内放送

・ハ ン ドマイク ( 停 電時 )

口
的確 な指示 と冷静な誘導

“ 配慮 を要す る生徒
へ

対応

・
第一グラウン ドに避難

・
押 さない、走 らない

しゃ
べ

らない、戻 らない

“ 整列 と点呼

口
負傷 者が いる場 合 には助

け合 う。

安 全 な帰 宅手段の確保

・
待機

"帰 宅

校長 : 被 害状況掌握 人 的 被 害 の確 認 と対 応

・人数と安否の確認

・
負傷者の確認 と応急処置

・
医療機関との連携

・生徒の不安緩和

学校災害対策本部の設置

校長 : 被 害状況掌握 物 的 被 害 の確 認 と対 応

・
施設の被害状況調査

"校 舎の安全確認

“ 危険箇所の立入禁止措置

県教委
への対応

校 長 : 支 援要請 と報告

県教委 : 支 援 と指示

マス コ ミ情報の収集

交通機関の情報収集

保護者
へ

連絡     :

・
臨時体業 を連絡

“ 保護者に送迎 を依頼

・生徒待機場所の確保

帰 宅生徒 と待機 生徒 の

掌握

宮城 県沖 を震源 とする震度 6強の地震が発生

避難所
への支援

学校再開
への準備

※  今後 、県教育委員会及び石巻市の計画 を踏 まえなが ら検討す る。
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く安全確 保 の基本 1〉

〈場所別の初期行動〉

授業中の対応 ( 対 応の基本 ) 休み時間、放課後等の対応

安

全

確

保

・
近 くの窓、壁 と反対側 に頭 を向けて机の下にも ぐらせ、机の

足を しつか り持たせ る。

・
教職員は冷静 に的確な指示 を与 える。

数秒の初期微動に引続き、主要動が始まる。

主要動の前半約30秒間は振れが強 く、後半約30秒 は前半より

も揺れが弱くなる。

・
安心 させ るよ う声 をか け続 ける。

・
火を消す。ガスの元栓 を開め る。電気器具の コンセ ン トを抜

く。

・
教職員がその場にいな くても、生徒 自らが安全な行

動がとれるよう、平素か ら指導 しておく。

・近 くにいる生徒に指示や声かけをして不安や恐怖心

を和 らげるようにする。

避

難

誘

導

避難 口を確保す る。

転倒 、落下の恐れのある物か ら生徒 を遠 ざける。

上履 き等 をはかせ る。

負傷者の確認 を行 い、応急処置 をす る。

避難経路
・

避難場所の安全 を確認す る。

本部の指示によ り避難 を開始す る。

( 状 況によつては指示 を待たずに避難開始 )

近 くにいる教職員で協 力 して、生徒 を誘導す る。

頭部 を保護 しなが ら避難 させ る。

負傷者については、介助 しなが ら避難 させ る。

車椅子等の生徒は、安全な場所に待機 させ、順次避難 させ る。

教職員は近 くの生徒の安全確保 と掌握に努める。

避難 について全校 に指示す る。

教職員は分散 して、各教室 、特別教室、体育館、 ト

イ レ等 を確認す る。

安

否

確

認

・
避難場所では、名簿等 によ り人員 を確認 し、本部に報告す る。

・
安全に配慮 し不明者の発見 に金 力を尽 くす。 人員確認ができる体制 を速やかに整える。

場  所 具体的な行動

教 室 “ 近 くの窓、壁 と反対側 に頭 を向けて机の下にも ぐり、机の足を しつか り持つ。

"実 験 中であれ ば、危険物か ら離れ る。

特別教室
・

実験 中であれ ば、危険物か ら離れ る。

※  実験器具棚 、調理用具棚 、工具棚、実験器具、工具、アイ ロン、デ ィス プ レイ等

体育館 体育器具や窓 ガラス等か ら離れ、中央部に集まる。

頭部 を保護 し姿勢 を低 くす る。

プール .

プー ル のふ ちに移 動 し、 プー ルのら、ち をつか む。

廊下や階段 窓ガラス、蛍光灯の落下 を避 け中央部で姿勢 を低 くす る。

近 くの教室の机の下にも ぐる。

トイ レ ドア を開 き、頭部 を保護 して動かずにいる。

運動場

口
校舎等か らのガラスの飛散や外壁の崩壊、フェンスや体育器具等倒壊の危険性のある物か ら離れ 、

体 を低 くす る。
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( 2) 登 下校 中の対応

地震発生

↓

安全確保

( 地 震 の終 息 )

安 全

対策本部設置

被害状況把握

生徒帰宅

避難所
へ

の支援

学校再開
への準備

校長 : 被 害状況掌握

県教委
への対応

校 長 : 支 援要請 と報告

県教委 : 支 援 と指示

マス コ ミ情報の収集

交通機関の情報収集

物 的被 害 の 確 認 と対 応

・
施設の被害状況調査

“ 校舎の安全確認

・
危険箇所の立入禁止措置

保 護 者
へ

連 絡

・
臨時休業を連絡

・
保護者に送迎を依頼

・生徒待機場所の確保

帰 宅 生 徒 と待 機 生 徒 の

掌 握

・
近 くの公園や空 き地 な ど

の安全な場所に避難する

・
列車の中にいる場合には、

J R職 員等の指示に従 う。

・
津波 の恐れ の ある場合に

は、高 台や堅牢 な建物の三

階以上の階に避難す る。

学校か 自宅か

近 くて安全に

行 ける所
へ

避

難す る。

安全な帰宅手段の確保

・
待機

"帰 宅

宮城 県沖 を震源 とす る震度 6強 の地震 が発生

・ ブ ロ ック塀 や 自動 販 売機

か ら離 れ 頭 部 を保護 し、安

全 な場 所 で身 を伏せ る。

几

又

椰

こ

蹴

阜

被害状況掌握 人的被害 の確 認 と対応

“ 生徒の所在確認

・
避難 生徒

へ の対応

学校災害対策本部の設置

グ ラ ウ ン

ド等 に 避

難

帰 宅 後 は

直 ち に学

校に連絡

※  今後 、県教育委員会及び石巻市の計画 を踏まえなが ら検討す る。

|

|
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く安全確保の基本 2)

学 校 の 対 応

安

全

確

保

, 生
徒の通学路の安全点検 を行 い、危険箇所等について保護者及び生徒で確認 し、万―の場合に備 えて、落合 う場所や

避難場所 を話 し合せてお く。

・生徒が 自ら判断 し、避難行動 をとることが原則 となるため、災害に対処す る力を高めるよ う日頃か ら防災 リテラシー

の育成 を図る。

・
交通機関 を利用す る生徒 には、交通機関が不通にな つた場合に徒歩で帰宅す ることもあることか ら、生徒に通学路 を

確認 させてお くとともに、災害が発生 した時は、現場での指示に従 うよ う指導 し、同時に生徒の判断力の育成 を図る。

, 交
通機関の途絶等によ り、生徒が安全 に帰宅す ることが困難な場合、保護者

へ
の迎 えまでの間、生徒 を学校で待機 さ

せ る。

避

難

誘

導

・
地震終息後 ( 津 波の恐れの ある場合は、警報

・
注意報が解除 された後 ) 、 帰宅す るか学校

へ
避難す るかについては、

原則 として近 くて安全に移動出来 る方 を選ぶ。

・
途中で避難 している生徒や移動 中の生徒の安全確保については、保護者 と学校が協 力 して当た る。また、そのための

対策について 日頃か ら協議 してお く。

・
学校 に避難 してきた生徒

へ
の対応策 を明確 に してお 〈。

安

否

確

認

・
無事に帰宅できたか どうか等 、生徒の安否確認ができるよ う連絡体制 を整備 してお く。

津波の特徴 と対応 の心得

1 津波のス ピー ドは速 く、海岸 付近 で急 に高 くな る。

⇒ 肉眼で津波を確認 してか らでは、避難は間に合わない。強い地震を感 じたとき又は弱い地震であつても長い時間ゆ

つくりとした揺れを感 じたときは、す ぐに海岸から離れ、急いで安全な高い場所に避難する。

2 津波 は普通 の波 よ りは るか に大 きな 力 を持 つて いる。

⇒
 1黍 上の高 さでも立 っていられず、引き波で沖

へ
流された りする恐れがある。津波注意報でも、海水浴や磯釣 りは危

険なので行わない。

3 津波 は繰 り返 し襲 つて くる。

⇒ 第一波が最も大きいとは限 らないので、警報
・

注意報が解除されるまで、海岸付近に戻つた りせず避難場所にとど

まる。

4 津波 は川や水路 を さか の ぼ る。

⇒ 川や水路に近づかないのはもちろんのこと、避難の際にも、川や水路に沿 つた道は避ける。

5 地震 の揺れ が そん なに強 くな くて も、津 波が や つて来 る ことが ある。

⇒ たとえ地震を感 じな くても、津波警報が発表されたときは、す ぐに海岸か ら離れ、急いで安全な高い場所に避難

する。
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( 3) 校 外活動 中の対応

地 震

安 全

( 地 震の終息 )

最 寄 りの 安 全 な 場 所
ヘ

避難

対 応

・
地形 や周囲の状況 を判 断

し、安全確保 を指示す る。

・
交通機 関 を利用 して いる

場合 には、乗務 員等 の指示

に従 う。

・
揺れ が終息 してか ら、

全な場所
へ

避難 させ る。

・生徒の人員 と安否確認

・
負傷者確認 と応急処置

・
医療機関 との連携

ロ
マス コ ミ情報 で地 元の被

害状況を掌握

・
地元の公共機関

へ
の連絡 、

救援 を要請

・
学校

へ
連絡 し、状 況 を報

告 し、指示 を受ける。

・
被 害 状況 を掌握 し、安全

確保に関す る指示 を出す。

・
学校か ら県教委に報告 し、

指示 を受 ける。

"学 校 か ら保護者 に連絡 を

す る。

県外での活動 中に、県内で大規模 な地震が発

生 した場合には、学校または県教委 と連絡 を取

り、指示 を受 けて対応する。

口
安全な場所に身を伏せ る。

・
教職 員の指示に従 う。

・
教職員とは ぐれた時には、

動 き回 らずに安全を確保す

る。

牲

こ

確 保

へ
連絡校学

決 定

宮城県沖を震源とする震度6強 の地震が発生
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〈安全確保の基本 3)

教職 員の対応 点二
思留

・
室内では初期行動や避難方法は授業中 と同様 に対応す る。

・
倒壊や火災、爆発の恐れのある建物か ら、生徒 を素早 く避

難 させ る。

・
狭 い場所や狭い道路では、塀

。
看板等の倒壊や落下に注意

し、素早 く広い場所に移動 させ る。

"海 岸では津波、山間部では土砂 崩れ に注意 し、安全な場所

に避難 させ る。

・
電車、バス等に乗車 中の場合は、乗務員等の指示に従 う。

・
教職員は落ち着 いた態度で明確に指示 し、生徒に不安や恐

怖心 を与 えないよ うにす る。

口
車 中では、とつさの安全確保ができるよ うな乗車姿勢等 を

指示す る。

〈宿舎に滞在 している場合〉

次の点を踏まえた対応 をす る。

"夜 間、特に就寝 中の場合は、建物の構造 に不慣れな ことか ら混乱が生 じやす い。

口
火気使用中の場合は、火災発生の恐れが ある。

な ど

教職 員の対応 点
ユ
思

留

・
分担 して、各部屋の生徒 を掌握 し、負傷者の確認 と応急処

置 を行 う。

・
避難経路の安全確認 を行 う者 、避難誘導す る者等 を分担 し

て連携 しなが ら安全な場所に避難 させ る。

・
宿舎到着後、生徒 に避難経路 と避難方法について指導 して

お く。

・
避難開始前に、生徒の人数確認 を確実に行 う。

〈地下街や地下鉄の駅で地震 に遭遇 した場合〉

留   意    点

・
校外活動等で生徒 を引率 中に、地下街や地下鉄の駅な どで地震に遭 つた場合、教職員は生徒にカバ ンな どで頭 を保護 させ 、

落下物の危険のない場所にすばや く避難 させ る。

・
すみやかに人員の点呼確認 、負傷の有無な どを調

べ
、負傷者

へ
応急処置 を行 う。

・駅員な どの指示や誘導灯に従 つてすみやかに地上に避難す る。

・
地下街や地下鉄の駅では、避難す る人が出 口に殺到す るとパニ ックになる恐れがあるので、駅員な どの指示に従 つて、落

ち着 いて避難す る。

・
地上に避難 した ら現地公共機関 と連絡 をと り、情報 を得なが らその指示に従 う。

・
安全な場所に避難 した後、学校 と連絡 をと り、状況及び対応について報告 し、校長の指示 を受けるとともに、家庭

への連

絡等について手配す る。
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( 4) 勤 務時間外の対応

地震発 生 管理職 教職 員 生  徒

１

口
万

配

備

① 県内に津波警報「津波」が発表されたとき

② 県内に震度4以 上の地震が観測されたとき

③ 台嵐による災害が予想され、教育長が必要と認めたとき

④ 大雨、洪水などの警報が発表され、広範囲にわたる災害の発

生が予想 され るとき又は被害が発生 した ときで、教育長が必

要 と認めた とき

・原則として、教頭、事務次長、主

事及び主任技師が対応する。

２

口
万

配

備

①  県内に津波警報「大津波」が発表されたとき

②  県内に震度 5弱 以上の地震が観測されたとき

③  台風による広範囲かつ大規模な災害が予想され、教育長が必

要と認めたとき

④  大雨、洪水などの警報が発表され、広範囲かつ大規模な災害

の発生が予想 されるとき又は被害が発生 したときで、教育長

が必要と認めたとき

。
原則として、管理職 と事務職員が

対応する。

３

口
万

配

備

①  県内に震度 6弱 以上の地震が観測されたとき。

②  災害が発生 し、又は被害が発生するおそれが場合において教

育長が必要と認めたとき

。
原則 と して、管理職及びす

べ
ての

事務職員が対応す る。

被 災 した 場 合 に

は、すみやかに学

校 に連絡する。

∃

¨

学校
へ

参集

~ 

機害状況把握

被害状況報告

避難所
への支援

学校再開
への準備

学校災害対策本部の設置

参集 した職員によ り役割分担 を行い、業務 を開始

地震規模、余震情報、二次災害等の情報収集

安全確認、危険箇所の立入禁止措置

石巻地区内の被害、危険箇所等の情報 を収集

県教委に被害状況 を報告

外部機関 との対応

※  今後 、県教育委員会及び石巻市の計画 を踏まえなが ら検討す る。

Ｉ

て
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3 風 水 害
へ

の 対 策

( 1) 生 徒 の 登 下校 に つ い て

ア 在校時

口
在校時に、大雨警報、洪水警報、暴風警報等が発令された場合、下表の とおりとする。

( 留 意 点 )

・
下校時の安全が確保 され る場合には、平常授業 を行 う。

・
下校 させ るのが危険だ と判断 された場合には、学校で待機 させ、保護者の迎 え等 を待ち帰宅 させ る。

・公共交通機関 ( 」 R石 巻線
・

仙石線 ) が すでに不通になっている場合には、保護者の迎 えを待つな ど、保護者の迎

え等 を待ち帰宅 させ る。

在宅時

登校前に、大雨警報 、洪水警報 、暴風警報等が発令 された場合、下表の とお りとす る。

( 1) 午 前 6時 現在 、警報が発令 され 、公共交通機関 ( 」 R石 巻線 “ 仙石線 ) が 不通 とな つた場合、または不通 とな

る恐れがある場合には、原則 と して 自宅待機 とす る。

( 2) 午 前 6時 30分 現在 で、引き続 き警報が発令 され 、公共交通機関 ( 」 R石 巻線
・

仙石線 ) が 不通 となった場合

には、臨時休業 とす る。

( 3) 上 記以外であつて も、登校 に際 して危険が予想 され る場合には、原則 と して 自宅待機 とす る。

( 4) 午 前 6時 30分 現在 、警報が解除 され、公共交通機関 ( J R石 巻線
・

仙石線) が正常 に運行 され、登校に際 し

て安全が確保できた場合には登校す る。

( 2) 教 職 員の防災活動

・
教職員は、警報や水防指令等の発令状況によ り、配備につ く。

・
強風による転倒 、移動のおそれの あるものの固定、風圧による ドアの開閉や窓ガラスの飛散 によるけがの防止など、予

想 され る被害に対 して適切 な処置 をす る。

・
大雨による土砂崩れや洪水 な どの危険が迫 った と判断 され る場合は、生徒 を安全な場所

へ
避難 させ る。

・
警報等が解除 され 、生徒が登校す る場合には、施設等の安全点検 を行 い、破損箇所の修理 を行 うか、立入禁止等の指示

を徹底す る。

( 3) 校 外 活 動 中の 防 災 活 動

※  修学旅行、校外での部活動、学習合宿、大学見学会等の活動中

・
事前に、校外活動 を行 う地域 の気象的な特徴や過去の災害について調

べ
るとともに、下見 をす るな ど危険箇所及び避難

場所等の確認 を行い、生徒に周知 してお く。

・
現地では、地元の防災機関等か らの情報 を入手す るとともに、警報等の発令時には、安全な場所に避難す るなど安全対

策 を講ず る。

・ 生徒の状況や災害の状況 を把握 し、すみやかに学校 に連絡 し、校長の指示 を仰 ぐ。その際、計画の中止や変更等の対策

を講ず る。

・
警報や注意報が解除 された場合で も、土砂災害等二次災害の危険があるので、引 き続 き地元の防災機関か らの情報等 を

踏 まえて、慎重に行動す る。

※  大雪、風雪の場合 も、おおむね風水害の場合に準 じて対応す る。

L     _
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( 2) 地 震の大きさと発生時の状況

図- 12気象庁震度度階級関連解説表 ( 平 成8年 2月 )

計

測

震

度

農

度

階

級

人 間 屋 内 の状 況 屋外 の状 況 木造建物

鉄筋コンクリ
ー

ト造建

築物

ライフライン 地盤斜 面

0

05

人は揺れを感じ

ない

軟弱な地盤で亀

裂が生じること

がある

山地で落石, 小

さな崩壊が生じ

ること力
く
ある

¨

一一

“

1

屋内にいる人の

一部が, わ ずか

な揺れを感じる

15

25

屋内にいる人の

多くが, 揺 れを感

じる

眠つている人の

一部が, 日 を覚

ます

電 灯 などが , わ ず

か に 揺 れ る

郷

”

“

屋内にいる人の

ほとんどが, 揺 れ

を感じる

恐怖感を覚える

人もいる

棚 に あ る食 器 類

が , 音 を立 てること

力
く
ある

電線が少し揺れ

る

35

4. 5

かなりの恐怖感

があり, 一 部の

人は, 身 の安全

を図ろうとする

眠っている人の

ほとんどが, 日 を

覚ます

つり下げ物は大きく

揺れ, 棚 にある食

器類は音を立てる

座りの悪い置物が
,

倒れることがある

電線が大きく揺

れる

歩いている人も

揺れを感じる

自動車を運転じ

ていて, 揺 れに

気付く人がいる

4. 5

5. 0

５

弱

多くの人が, 身 の

安全を図ろうとす

る

一部の人は, 行

動に支障を感じ

る

つり下げ物は激しく

揺れ, 棚 にある食

器類, 書 棚の本が

落ちることがある

座りの悪い置物の

多くが倒れ, 家 具が

移動することがある

窓 ガラスが 害1れ

て落 ちることが

ある

電柱が揺れるの

が分かる

補強されていな

いプロック塀が

崩れることがあ

る

道路に被害が生

じること力
く
ある

耐震性の低い住

宅では壁や柱が

破損するものがあ

る

耐震性の低い建物で

は壁などに亀裂が生

じるものがある

安全装置が作動し, ガ

スが遮断される家庭

力
く
ある

まれに水道管の被害

が発生し, 断 水するこ

とがある

( 停 電する家庭もある)

地割れや山崩

れなどが発生す

ること力
ぐ
ある

”

”

“

５

強

非 常 な恐 怖 を感

じる

多くの 人 が , 行 動

に支 障 を感 じる

棚にある食器類 :

書棚の本の多くが

落ちる

テレビが台から落ち

ること力
く
ある

タンスなど重い家具

が倒れることがある

変形によリドアが開

かなくなること力
く
あ

る

一部の戸が外れる

補強されていな

いプロック塀の

多くが崩れる

据付が不十分な

自動販売機が倒

れることがある

多くの墓石が倒

れる

自動車の運転が

困難となり, 停 車

する車が多い

耐震性の低い住

宅では壁や柱が

かなり破損した

り, 傾 くものがあ

る

耐 震 性 の 低 い建 物 で

は 壁 , 梁 ( は り) . 柱 な

どに大 きな亀 裂 が 生

じるもの が ある

耐 震 性 の 高 建 物 で

も, 壁 などに亀 裂 が

生 じるもの が ある

家庭などにガスを供給

するための導管, 主 要

な水道管に被害が発

生することがある

( 一 古「の地域でガス
.

水道の供給が停止す

ることがある)

５

．

５

”

ｍ

６

弱

立っていることが

困難になる  ´

固 定 していな い重

い 家 具 の 多 くが 移

動 , 転 倒 す る

開 か な くなるドア が

多 い

かなりの建物

で, 壁 のタイル

や窓ガラスが破

損, 落 下する

耐 震 性 の 低 い住

宅 で倒 壊 す るもの

が ある

耐震性の高い住

宅でも壁や柱が

損壊するものがあ

る

耐震性の低い建物で

は壁や柱が損壊する

もの力
く
ある

耐震性の高い建物で

も壁, 梁 , 柱 などに大

きな亀裂が生じること

がある

家庭などにガスを供給

するための導管, 主 要

な水道管に被害が発

生する

( 一 部の地域でガス
・

水道の供給が停止し
,

停電することもある)

大きな地滑りや

山崩れが発生

し, 地 形が変わ

ることがある

６〇

一
一

“

６

強

立っていることが

できず, は わない

と動くことができ

ない

固 定 していない 重

い 家 具 の ほ とん ど

が 移 動 , 転 倒 す る

戸 が 外 れ て飛 ぶ こ

とが あ る

多くの建物で
,

壁のタイルや窓

ガラスが破損 ,

落下する

ネ甫3螢 されていな

いプロック塀の

ほとんどが倒れ

る

耐震性の低い住

宅では倒壊するも

のが多い

耐震性の高い住

宅でも壁や柱が

かなり損壊するも

のがある

耐震性の低い建物で

は倒壊するものがあ

る

耐震性の高い建物で

も壁や柱が破壊する

ものがかなりある

ガスを地域に送るため

の導管. 水 道の配水

施設に被害が発生す

ること力
く
ある

( 一 音「の地域で停電す

る広い地域でガスや

水道の供給が停止す

ること力
く
ある)

６

．

５

”

揺 れ に ほ ん ろうさ

れ 自分 の 意 志 で

行 動 できない

ほとんどの家具が

大きく移動し, 飛 ぶ

もの力
く
ある

ほとんどの建物

で, 壁 のタイル

や窓ガラスが破

損, 落 下する

補強されている

プロック塀も破損

するものがある

耐震性の高い住

宅でも傾いたり,

大きく破壊するも

のがある

耐震性の高い建物で

も傾いたり, 大 きく破

壊するものがある

( 広 い地域で電気, ガ

ス, 水 道の供給が停

止する)

※ ライフララインの( ) 内 の事項は, 電 気, ガ ス, 水 道の供給状況を参考として記載したものである。

注) 計 測震度とはその地点における揺れの強さの程度を数値化したもので, 震 度計により計測される。一般に発表される震度階級は計測震度から換算される。
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おおよそ

の時速

- 50km

- 90km

雨と風の表

風の強さと吹き方

( 平 成12年 8月 作成) 、 ( 平 成14年 1月 一部改正) 、 ( 平 成19年 4月 一部改正 )

平均風

速( m/s)

車 に乗つていて

10m/秒 で道路の吹流しの角度が

水平となる。高速道路で乗用車が

横風に流される感覚を受ける

高速道路では、横風に流される感

覚が大きくなり、通常の速度で運

転するのが困難となる

車の運転を続けるのは危険な状

態となる

10以 上

15未 満

15以 上

20未 満

20以 上

25未 満

25以 上

30未 満

や や

強 い

風

強 い

風

猛烈

な風

一般 道

路 の 自

動車

高速 道

路 の 自

動車

- 11. 3

- 20, 0

- 31. 3

～45. 0

45. 0´
V

風に向つて歩き

にくくなる。傘が

させない。

風に向つて歩け

ない。転倒する

人もでる。

しっかりと身体

を確保しないと

転倒する。

屋外・
樹木

の様子

樹木全体が

揺れる。電

線が鳴る

小枝が折れ

る

樹木が根こ

そぎ倒れは

じめる

立っていられな

い。屋外での行

動は危険。

111. _ぱ■ .

特急列

車

( 注 1) 表 に示した風速は、

あります。

10分 間の平均風速です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1. 5倍 から3倍 以上になることが

( 注 2) 風 圧Pは 、風速Vの 2乗 に比例します。上表は箱型の建物の壁が受ける圧力を示しています。( P=0. 05' V2: P風 圧、V風速)

( 注 3) 「 強い風」や「
非常に強い風」以上

の風が吹くと予想される時は強風注意報や暴風警報を発表して警戒を呼びかけます。なお、注意報、警報の

基準は地域によつて異なります。

( 注 4) こ の表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。

1. 風速は地形や廻りの建物などに大きく影響されます。風速は、風速計が置かれている地点での観測値ですが、同じ市町村であつても周辺の

地形や地物の影響で風速は異なります。

2. 風 速が同じであつても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によつて被害が異なる場合があります。この表では、ある風速が観測さ

れた際に、通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。

3. こ の表は主に近年発生した被害の事例から作成したものです。今後新しい事例が得られたり、表現など実状と合わなくなつた場合には内容を

変更することがあります。
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ね返 りで足元 1声 が 良く聞き取

がぬれる  |れ ない

50以 上 1非 常

～80未 |に 激 し

80以 上 1猛 烈な

雨と風 の表

雨の強さと降り方

( 平 成 12年 3月 作 成 ) 、 ( 平 成 14年 1月 一 部 改 正 )

人の受 けるイメー

や や10以 上

～20未

満

強い

雨

ザーザーと降る

どしゃ降 り

バケツをひつくり

返したように降る

傘をさしてい

てもぬれる

傘は全く役に

立たなくなる

屋外 の様子

地面一面に水たま

リカ
く
できる

道路が川のようにな

る

車に乗つていて

ワイパーを速くしても見づらい

高速走行時、車輪と路面の間に水

膜が生じブレーキが効かなくなる

( ハ イドロプレーニング現象)

災害発生状況

この程度 の雨でも長く続く

時 は注意 が必要

側溝や下水、小さな川が

あら、
れ、小規模の崖崩れ

力
｀
始まる

山崩れ
・

崖崩れが起きや

すくなり危険地帯では避

難の準備が必要

都市では下水管から雨水

があふれる

30以 上

～50未

満

激 しい

雨

寝 ている人の

半 数くらいが雨

に気がつく

滝の ように降 る

( ゴ ーゴーと降 り続

く)

車 の運転 は危険

息苦しくなるような

圧迫感がある。恐

怖を感ずる

( 注 1) 「 強い雨」や「激しい雨J 以 上の雨が降ると予想される時は、大雨注意報や大雨警報を発表して注意や警戒を呼びかけます。なお、注意報や警報の基準は

地域によつて異なります。

( 注 2) 猛 烈な雨を観測した場合、「記録的短時間大雨情報」が発表されることがあります。なお、情報の基準は地域によつて異なります。

( 注 3) 表 はこの強さの雨が1時 間降り続いたと仮定した場合の 目安を示しています。この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。

1 表に示した雨量が同じであつても、降り始めからの総雨量の違いや、地形や地質等の違いによつて被害の様子は異なることがあります。

この表ではある雨量が観測された際に通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場

合もあります。

2 この表は主に近年発生した被害の事例から作成したものです。今後新しい事例が得られたり、表現など実状と合わなくなった場合には内容を変更すること

があります。

水しぷきであたリー

面が自つぱくなり、

視界が悪くなる
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